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Ⅰ．研究の背景と目的

　“高齢者虐待対応専門職チーム”は，日本弁護士

連合会と日本社会福祉士会との共同事業として提案

された構想であったが，岡山県における高齢者虐待

対応専門職チームの活動は，2003年頃より多職種が

協働で高齢者・障がい者への無料相談会を実施して
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abstract

　Purpose of this research is to investigate the effort of the consultation by the inter-
professional collaboration for elderly and disability in Okayama Prefecture, and to analysis 
the cooperation for the system in effect advisement by varied professions.
　We carried out structured interviews to client who are user, 105 adults, 21−88 years old.
　The results are as follows:
1） According to the analysis of the investigation, advisers need the flexible and affable 

communication skills, and ambience of the consultation under the aegis of the privacy 
for coping with problems.

2） A good combination between social workers and other varied professions could help to 
bring social-inclusion to fruition.

3） Experts have each ethics and rules, professional attitude, professional identities. But it is 
impossible to provide continuous support without coordination with varied professions, 
and by the inter-professional work act as a potent antidote against a multitude of 
problems.
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きた経過があり，その中でネットワークが形成され

ていたことにより，虐待が疑われる案件に対しても，

このネットワークが機能することとなった。現在，

弁護士，社会福祉士，司法書士，税理士，行政書士

等の専門職により，県内の地区ごとにチームが編成

され，地域の実状に沿いながら，地域の組織に参画

し，虐待を含む困難事例検討に参加する等の活動も

続けている。

　その活動の中心となっている「高齢者・障がい者

ネットワーク懇談会」は，月に1回地元中核都市岡

山市で相談会を多職種により実施する一方，年４回

県内を巡回して同様の相談会開催を行なっている。

地域の社会福祉士はボランティア形態で自由にこの

相談会に参加し，相談員活動に携わっている。

　2007（平成19）年末に行われた「社会福祉士及び

介護福祉士法」の抜本的な改正に伴い，社会福祉士

の業務における関係機関との連携は重要なポイント

として明記1）されている。しかし，多職種連携を

基盤とした相談援助についての実践に基づく検討は

十分とはいえない。本研究では，社会福祉士の主た

る業務である相談援助が多職種連携の中でどのよう

に実施されているかを相談者の声から探り，その連

携におけるしくみの課題を検討することを目的とす

る。

Ⅱ．研究方法

　前述した多職種による相談会において，相談者が

この相談会をどのように受けとめているのか，多く

の職種が相談に関わっていることの有効性，また相

談内容への対応に関する満足度などの聞き取り調査

を相談終了後に出口調査として実施した。調査は，

プライバシーの保護や調査結果の用い方などに関し

て文書による簡単な説明後，調査への協力の了解の

上で実施した。

　調査は7回の相談会後に実施され，調査場所は，

拠点である岡山会場で5回（計66名に調査），巡回

相談（津山会場，真庭会場）で2回（計39名に調査）

実施し，計105名から相談者のプロフィールや相談

会の良い点や悪い点等の意見の把握を行った。調査

期間は，2008年４月～9月であった。聞き取り調査

は最短で5分～最長で40分，平均聞き取り時間は，

11.2分であった。

Ⅲ．研究結果と考察

１．調査結果

⑴　相談会利用者のプロフィール

　利用者の性別は，男性54名（51.4％），女性51名

（48.6％）で，初回相談83名，継続相談が22名であっ

た。年齢は21歳から88歳，平均年齢は62.5歳となっ

た。

　利用者の職業は，製造業や清掃業，会社員，自営

業，会社顧問等34名（32.3％）であったが，無職と

答えた者が62名（59.9％）で約6割を占めた。また，

9名（8.6％）は介護支援専門員や，社会福祉施設，

地域包括支援センター等の職員であり，これらの専

門職者による自らの抱えている事例相談も増加傾向

にある。

⑵　相談経由及び相談内容

　利用者が相談会の存在を知るきっかけ（複数回答）

は，市役所，病院，施設，社協等の多様な機関によ

る紹介（63.8％）や，これらの機関に置かれている

相談会に関するパンフレット，新聞や市広報の記

事等（19.0％），また，ラジオ放送やホームページ

（11.4％）等であった（図1）。このことから約6割

以上が各種機関の人的紹介を経ていることが理解で

きる。図2は相談内容（複数回答）を示したもので

あり，成年後見制度に関すること（17.1％），財産

管理や相続等の問題（17.1％），建物や土地の問題

や，工事の賠償と補償等の関係（13.3％），離婚や

慰謝料請求への対応または家族関係や近隣とのトラ

ブル等（10.5％），借金問題等（8.6％），消費者被害
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や高齢者虐待（8.6％）の他，医療過誤の問題，交

通事故後の対処，セクハラ対応等，広範であった。

また，年金や施設の契約問題，生活保護や生活相談，

障害者のサービス等の福祉の法律や生活に関する内

容（21.9％）もあげられた。

⑶　相談会への評価

　①　良かった点

　 　相談会の良かった点については90名（85.7％）

から出されており，その内容としては，「親身な

丁寧な対応」や「聞きたかったことが聞けるこ

と」，「雰囲気が和やかで良かった」，「わかりやす

かった」等，相談会の雰囲気や対応に関わるも

の（71.1％）が多かった。また，相談料金が無料

であることや時間の制限がないこと，相談場所が

良いなどの相談会の設定に対するもの（12.2％），

知識や情報を得られたことへの感謝（12.2％）な

どが寄せられた（図3）。

　②　悪かった点

　 　相談会の悪かった点については22名（21.0％）

から提起されたが，そのうち13名は「周囲にたく

さんの人がいること」や「周りの声が聞こえて相

談しにくいこと｣ 等の面接会場に関する内容で

あった。この他，「希望する専門職者がいなかっ

た」，「相談会の回数が月1回で少ない」，「より具

体的なアドバイスを求めたかった」等の内容で

あった。

　 　また，相談員の対応について具体的にみてみる

と「ただ，書類を見てできないものはできないと

言われがっかりした」，「忙しそうにしていた」，

「よく教えてくれたが，覚え切れないところもあっ

た」，「型にはまった答えだった」，「テキパキと話

をしてくれたが，もう少し話をしっかり聞いてほ

しかった」，「通り一遍の相談より個人への対応，

図１　相談経由・相談のきっかけ
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成年後見制度 18（17.1％）

任意後見，申請方法等(16) 

後見人制度のメリットやデメリット 

について(2)

福祉等制度 23 (21.9％）

年金(4)，施設の契約問題(3) 

生活保護(2)，生活全般(2) 

生活保護と生活相談(1) 

障害者のサービス(1) 

公正証書(1)，福祉の法律相談(1) 

医療費や退院後の生活(1) 

施設入居保証金(1)，障害者年金(1) 

後期高齢者医療制度と障害者手帳(1)

制度利用者や家族への支援(1) 

施設の保証人(1)，施設について(1) 

身障手帳の取得(1)

相続等 18 (17.1％）

相続(9)，相続と遺言(3) 

財産管理(3)，財産問題(1) 

遺産相続と家族間トラブル(1) 

家族内での金銭管理(1)

家屋，工事関係 14 (13.3％）

土地の問題(3)，家賃(1) 

建物の構造（耐震）(1) 

工事の賠償と補償の関係(1) 

垣根の設置(1)，土地の境界線(1) 

土地の売却(1)，不動産登記(1) 

不動産処分(1)，土地の譲渡(1) 

農地法の関係(1)  

地震後の家屋(1) 

借金等 9 (8.6％）

借金(5)，連帯保証人関係(3) 

金の取引(1)

人的トラブル 11 (10.5％）

近所のトラブル(3) 

家族関係トラブル(2) 

慰謝料請求への対応(1) 

制度利用者からの暴言への対応(1) 

後見人とのトラブル(1) 

町内会での人間関係のトラブル(1) 

姉妹間のトラブル(1) 

離婚と子ども生活について(1)

その他 11 (10.5％）

交通事故(1)，医療過誤の問題(1) 

同性間でのセクハラ・パワハラ(1) 

仕事上のトラブル(1) 

仕事で卸した物の返品(1) 

婚姻費用の分担(1) 

火災後の保険金(1) 

調停の申し立て(1) 

子どもの扶養の申し立て(1) 

税金(1) 

株の売却(1)

消費者被害等 9 (8.6％）

消費者被害(3)，高齢者虐待(3) 

詐欺について(1) 

住宅の悪徳商法(1) 

アパートの住人(1) 

図２　相談内容の概要
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具体的な方法が知りたかった」，「しゃべりやすい

が答えを誘導される感じがした」等の声が寄せら

れた（図４）。

⑷　社会福祉士の役割について

　相談者へこの相談会において社会福祉士が役立っ

ているか否かについて聞いた。社会福祉士は相談会

で「社会福祉士」という腕章を付け明示した。また

調査者はその相談の相談者以外が担当した。調査内

容に応じ32名については社会福祉士が相談員として

同席していなかったが，73名から回答を得ることが

できた。

　50名からは，社会福祉士から「アドバイスをして

くれた」「よく教えてもらった」「関係機関，窓口を

紹介してくれた」「専門の助言をいただけた」「施設，

福祉のことに関してよく教えてくれた」「具体的な

方法が示されていた」など14名が専門の情報や回答

を得られたことを述べた。また，「分かりやすく説

明してくれた」「わかりやすく書いていただけてよ

かった」「補足説明してくれて，わかりやすかった」

「弁護士の補助的に話を要約してくれたり，通訳し

てくれた」「うなずくなどしてくれた」など，14名

が社会福祉士が話の理解を促進する働きをしていた

ことをあげている。また，「親切だった」「弁護士1
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相談時間・料金
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図３　良かった点

図４　悪かった点
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名よりも複数の方が思い込みにならなくて良いと思

うし，雰囲気が和らぐ」「助け舟を出してくれた」「同

席があって良かった。複数で他職種なので守備範囲

が広い」といった，話しやすさや場の柔らかさをも

たらしていることに触れる内容もみられた。

　21名からは，社会福祉士からはアドバイスがなく，

社会福祉士は座っているだけであったり，役に立た

なかった等の回答がみられた。

⑸　多職種による相談会への要望

　巡回会場では19件（16名から）の要望が提起され，

「回数を増やしてほしい，相談時間を長く」等の相

談形態に触れる内容（9件），「自宅から近い場所で」，

「いろいろな地区で」等の会場に関する内容（４件），

「情報をより広めてほしい｣ 等，情報の伝達に関す

る内容（４件），対応に関する内容（2件）等であった。

　岡山会場では28件（23名から）提起され，13件は

相談員や対応に関するものであり，「もう少しどう

したら良いか言ってほしかった」，「継続相談の場合

は同じ担当者に相談したい｣「最初に自己紹介して

ほしい」「たまたま当たった人によって違う対応か

もと思いました」等であった。また「ざわざわして

声がよく聞き取れなかった」，「周りがざわざわして

いたし，パーテーションもなく，1つの部屋で行な

うのはプライバシー上問題｣ 等，会場に関する要望

（7件）がみられた。この他，回数を「月2回以上

に」，「1回は少ない｣ 等，回数に触れるもの（6件）

や，「もっといろんな人が相談会のことを知れるよ

うにしてほしい｣ 等，情報の伝達に関する内容（2

件）がみられた。

２．多職種による相談会調査からの考察

　調査結果からの考察は次の6点である。

⑴ 　丁寧に具体的な対応の重要性：相談員には「丁

寧な」，「親切な」，「何でも話せる｣ 等の対応が求

められ，具体的で事例的な説明や細やかでわかり

やすい解説，また資源や制度等のより実際的な紹

介が求められる。相談員はこれらの点で充分な配

慮を行ない，対応を工夫することが大切である。

⑵ 　了解を得た上での複数対応－専門性の発揮－：

相談会では，必ず複数で相談を受けるようにして

いるが，多職種による相談会の利点は相談内容に

合わせて，専門職者が入れ替わるなどの柔軟な対

応と職種を超えた連携，そして，共に問題の解決

に向かう協働体制が期待される。今回の調査によ

れば，複数の相談員がいることで緊張されている

場合もあるので，了解を取り，確認の上で複数対

応をする必要がある。

⑶ 　時間制限なし・費用無料の設定：相談会の良い

点として，「時間制限なし」，「無料であること」

をあげるものもおり，利用者に身近な相談の場で

あるためには，これらの要素は欠かせないものと

いえよう。

⑷ 　相談環境への配慮－プライバシー保護の徹 

底－：相談会の悪かった点として，相談会場や，

相談面接の場の環境設定に関するものが多いこと

から，利便性を考慮した会場設定や，パーテーショ

ンや他室の確保等，プライバシーを充分に配慮し

た相談環境の設定が不可欠であることが理解でき

る。

⑸ 　継続相談への対応の必要性：徐々に継続相談が

増加しており，また現場の専門職者からの相談も

増加していることから，継続的でより総合的な支

援が求められる利用者への対応策の検討が必要と

される。

⑹ 　期待される後進養成：職種に関係なく，相談員

は相談対応の方法を研鑽する必要がある。また，

最近では法分野，福祉分野で学ぶ大学生の実習の

場としての相談会活用の要望も多くあがるように

なり，多職種連携や相談支援に関する後進養成の

課題も担っていく必要があろう。
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３．多職種による相談活動における留意点

⑴　相談会等での相談活動における関わり

　この調査結果から，相談員には丁寧で親切な対応

や，具体的でわかりやすい説明を切望していること

が理解された。また，相談内容は何か1つの相談の

みではなく，生活面のさまざまな側面につながって

いくことが多く，多職種が連携を取りながら協力し

合って，ニーズに沿って対応する必要があることが

わかる。

　相談会終了後にはミーティングが設定されてい

る。この相談会やミーティングには各地域の虐待対

応専門職チームメンバーも随時加わっており，相談

内容等に関しての意見交換が行われている。相談会

では，このような所定のネットワーキングミーティ

ングの場のみならず，相談に対応しない時間帯に各

相談員は職種を越えてコミュニケーションをはかる

機会も多い。

　これらのコミュニケーションの場が，多職種の連

携力を高め，相談内容に細やかに応じるための柔軟

性を構築する上で不可欠な時間となっていると思わ

れる。このような継続的なメンバーの関係性が総合

的な支援の実現を支えているといえる。

⑵　格差社会における多職種連携の意義

　現在，社会福祉研究領域においては，ソーシャル

エクスクルージョン（社会的排除）や格差社会への

対応と社会福祉のあり方に大きな注目が寄せられて

いる。ソーシャルエクスクルージョン概念の解釈は，

広狭さまざまであるが，心身の障害やこれに伴う不

安，貧困，人間関係や社会環境上生じている多くの

摩擦や，社会的孤立の問題等，不安定な社会要素に

よって，排除的立場に陥る可能性の高い現代社会を

指摘するものである。

　何らかのニーズに対して，実質的に多職種がつな

がる経験をすることによって，多面的にニーズが掘

り起こされ，明確化され，適切な専門性の関与によっ

て問題解決が図れるというしくみは，社会的排除の

対概念であるソーシャル・インクルージョン（社会

的包摂）を進める一助となると考えられる。社会的

排除は「つながり」の喪失をもたらす要因の1つで

もある。地域におけるセーフティネットの構築の柱

となるものが多職種による連携や分野を超えた機関

によるつながりの強化といっても過言ではない。

⑶ 　自分の専門領域からの見方やアプローチのみに

固執しないこと

　各専門職はその専門領域の中で，倫理綱領を掲

げ，職務遂行の形態やルールを持っているはずであ

るが，多職種連携による課題発見や解決方法は，1

つの専門性の範囲だけに留まってはならないという

ことである。とくに，⑴で示したように相談される

案件は，人間関係や生活の多様性をとらえる必要性

があることから，1つの専門職からみれば通常のア

プローチは決まっていても，これにとどまらない多

角的な関与と支援が重要となると思われる。

　多職種連携によって対応していく場合には，多面

的な物の見方や方法が分かち合われなければ連携の

意味はない。“自分の専門分野では～～～が普通だ”

というような態度で臨まれると，多職種が集まって

いる連携のためのミーティング場面も，単なる連絡

会にその機能は落ちてしまう。どのような職種によ

るどのようなアプローチが最善であるのかを事例ご

とに検討していく姿勢が，関わるメンバーには必要

となる2）。このような姿勢は多職種による相談活動

の基盤に不可欠であるので，組織的対応を始めてい

く場合には，当初から認識の共有が必要であろう。

⑷　多職種連携の課題

　①　要因や課題の整理と検討様式の発案

　 　各メンバーが活動を進める中で，相談をし合い

ながら事例を通して権利擁護に関わる要因や課

題等を発見，抽出し，社会へ示していく必要が 
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ある3）。そのためにも，記録を充実させたり，事

例検討の経験の集積から，対応策のチャートを整

理したり，注意点等を明記する等，活動を充実さ

せていくための技術の明確化が求められると思わ

れる。

　 　また，このような取組のチーム全体の動きの中

で，自らが立脚する専門職の専門性や役割を，改

めて検討していく必要も生じるだろう。

　②　制度やサービスへの意見の集積

　 　活動を通して課題等を整理する中で，制度や

サービスに関する問題点について社会へ示してい

くことが重要である。例えば，高齢者虐待防止法

などの改正への意見の提言４）や，住民ニーズを

行政へ提起する等の必要があるだろう。

　③　社会啓発・地域づくり

　 　相談者の中にはこのような相談会を広く知らせ

てほしいという情報の課題をあげるものも多かっ

た。地域や住民に対する情報提供や意識啓発等を

行ない，社会へより広く，相談会のような場，多

職種の連携が存在することを知らせ，さらには各

種ニーズへの対応策や，虐待・権利擁護に関する

自己対応力や判断能力への意識を拡充していくこ

とが求められる。これらの一連の活動は，虐待防

止や解決のネットワークの拡充や地域づくりの進

展に直結することになると考える。

　④　事例への協働関与と調整

　 　本研究の対象となった相談会は導入的面接の意

義が大きいが，ネットワークの充実にあわせて，

関係者へつなぐ支援や，継続的相談援助が重要に

なる。多職種が連絡を取り合いながら個々の事例

への可能な援助を引き続き行なうことが求められ

る。対応の中で，各専門職が個別の役割を担うこ

とはもちろん重要であるが，メンバー間だけの助

言では不十分な場合は，他のインフォーマルな支

援者や，専門機関や所属している専門職と連携を

積極的にはかろうとする姿勢が重要であろう。

　⑤　多職種連携によるアプローチの検討

　 　多職種チームによるアプローチ・モデルの定義

については，菊地らが先行研究によって3つと，

これらに固定化されない方法を1つ加えて，４点

を示している5）。ここでは引用により紹介する（横

山が表1に転記）。

　 　多職種連携は，事例による緊急性や問題の複雑

さ，そして介入の必要性の度合い等に応じて，チー

ムとしての多様な行動をとることが求められると

考えられる。このため，A ～ Dまでのアプロー

表１　多職種チームによるアプローチ

モデル名称 内　　　　　　　　　　　　　　容

Ａ
マルチディシプリ
ナリー・モデル

チームに課せられた人命にかかわる可能性がある緊急な課題を達成するために，しばしば1
人の人物の指示により，チームのなかで与えられる専門職としての役割を果たすことに重点
をおいたチーム・アプローチの方法

Ｂ
インターディシプ
リナリー・モデル

チームに課せられる複合的な，しかし緊急性がなく直接人命にかかわることが少ない課題を
達成するために，各専門職がチームの意思決定に主体的に関与し，それぞれの役割を協働・
連携しながら果たすことに重点をおいたチーム・アプローチの方法

Ｃ
トランスディシプ
リナリー・モデル

チームに課せられた課題を達成するために，各専門職がチームの中で果たすべき役割を，意
図的・計画的に専門分野を超えて横断的に共有した「役割解放（role release）」を行なうチー
ム・アプローチの方法

D
多様なモデル活用

チームは与えられた課題を達成するために最も適したものを用いるものであり，実際のチー
ムは達成すべき課題の多様性ゆえに，多様なモデル（意思決定の方法と役割解放の有無のさ
まざまな組み合わせ）を用いる可能性がある。
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チ形態を事例内容や地域環境等に応じて選択しな

がら取り組んでいく必要があると思われる。この

ようなチームの基盤となる取組方法や，事例に応

じて誰がリードすべきか，またはキーパーソンに

なるべきなのか等の検討にもメンバーは慣れてい

く必要があると考える。

　⑥　ネットワークが機能するための条件

　 　アプローチ形態はさまざまでも，ネットワーク

が機能するためには，事例的な経験を蓄積するこ

とが重要である。相談会の相談活動自体がどのよ

うな場合も，チーム・トレーニング6）を行って

いることでもあると捉える必要がある。多職種に

よる相談活動には，前述したようなアプローチの

形態やトレーニングという発想をもち，それぞれ

の専門職が自らの役割を問いながら，取り組んで

いくことが求められる。各専門職が自らの領域だ

けに固執した対応ではチーム・トレーニングには

ならず，下手をすれば烏合の衆に化してしまい，

効果的な虐待の解決や予防につながらないことを

チームメンバーは認識しなくてはならないと考え

られる。

　 　社会福祉の研究領域で，菊地（2009）は，協働・

連携のためのスキルとチームアプローチをつなげ

て検討しており，連携教育の中で進む，チームア

プローチ向上の取組のなかにチームトレーニング

のようなチーム研究の知見に基づく教育の導入が

必要ではないかと指摘している7）。メンバー1人

ひとりがその存在を認識できるネットワークのた

めには，自らの役割を他のメンバーとの関係を通

して各々がつくっていく必要があり，チーム・ト

レーニングの取組はその具体化の場となろう。相

互の関係づくりが多職種連携の要である８）。

　 　また，これまで“多職種連携”と述べてきたが，

このメンバー間の強固なつながりと柔軟性が万全

に発揮できるようなしくみは“多職種統合”とい

うことばの方がより適切なようにも感じられる。

　 　前述した相談会での調査結果から，後進養成の

課題も示した。虐待解決や予防に必要なチーム対

応や連携手法の教育は，実際に多職種のつながり

がある場でこそ初めて効果的に行なうことができ

ると考えられる。しかし，現時点では，そのよう

な場は専門職養成のしくみには実習機能等として

存在しておらず，多職種による相談会や，虐待対

応の専門職チームメンバーによる後進養成の課題

は今後，益々大きなものとなっていくと考える。

このような多職種連携の教育は，医学・看護領域

において“インタープロフェッショナルワーク教

育9）（Interprofessional Education＝ＩＰＥ）”と

して一部では検討されてきたが，権利擁護に関わ

る専門職間の連携においても技能の研鑽や，担い

手教育の課題が明確化してきていることを関わっ

ているメンバーは意識すべきであり，果たすべき

役割として取り組む必要があるといえよう。
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